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イギリスにおける自治体の広域化と広域連携
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１　はじめに

　イギリスでは、1997年に労働党が政権に就いて以降、スコットランドやウェールズに対する

「権限委譲（devolution）」が実施され、公選による議員で構成される議会が設置された。また、

イギリスの首都であるロンドンでは、「大ロンドン市（Greater London Authority）」が設置さ

れるなど地方分権政策が進められたところである。これらの動向の中でも、とりわけ権限委譲

については、スコットランドやウェールズ議会に対して「一次立法権（primary legislation）」

を認めるものであり、「国会主権（parliamentary sovereignty）」の伝統を持つイギリス憲法に

おける大きな変化の1つであると言える。

　一方で、ロンドンを除くイングランド内では、2004年にノースイーストで「公選地域議会

（elected regional assembly）」の設置の是非を問う住民投票が実施され、否決されて以降、新

たな動きが見られない状況が続いている。また、イングランド内の自治体に関しては、後で述

べるとおり、第二次世界大戦後だけでも何度もの組織の改革が実施され、その抱える面積、人

口はヨーロッパの他国の自治体と比較して大きくなっている1。

　しかし、現実にはどのように規模を拡大しようとも、経済活動や人の移動はその境界を超え

ることは往々にしてあり、広域化が区域を越える課題に対処するための万能の方策ではない。

また、もともとの自治体に対する愛着や伝統を無視して広域化を進め、新たな単位の組織を作

ることは難しいところがある。そのため、特にイングランドでは、更なる改革、広域化とは別

の方策として、中心となる都市とその周辺自治体を一体のものとして発展を図っていこうとす

る広域連携の制度が広まってきている。この考え方は、わが国の「定住自立圏構想」や「連携

中枢都市」などとも共通するところであるが、既に広域連携が一定程度広まりつつあるイギリ

スの状況を考察することは、わが国にも示唆的なものであると思われる。
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２　イギリスの自治体広域化の動向

（１）イギリス自治体の構造変化の経緯

　イギリスは周知のとおり不文憲法の国であるが、「自治体にとってこのことは、その地位、権

利、責任、中央政府との関係を明確にする文書が存在しないことを意味」し、「結局、存在の

保障がなく、他の国々の自治体が享受するような点で保護がない」2とされる。例えば、わが

国においては、自治体の憲法上の地位が明確にされている。また、ヨーロッパにおいても、ド

イツ基本法28条では選挙された議員による議会の設置と、自治体のすべての事項を自らの責

任で規律する権利が保障されており、フランス第5共和国憲法72条では市町村、県、州が憲法

上の自治体とされ、それぞれに割り当てられた権限の決定権が付与されているが、イギリスの

自治体にはこのような地位や権限の憲法上の保障がないということである。このことは、イギ

リスが不文憲法であり、憲法典が存在しないことからの当然の帰結であるとも言えるが、「中

央政府が議会の協力のもとで、自治体を廃止することについての法的な制限は全くないのであ

り、ましてその根本的な性格の改革に関し、制限がないのは言うまでもない」3とされる。

　このようなことから、イギリスでは、その時々の政府の意向により、地方自治の制度、組織

をどのような形にでもすることが可能であり、現に実施されてきた経緯がある。そして、地方

自治の憲法的な保障がない中で、その改革は、自治体自身のニーズは考慮されず、中央政府の

関心により遂行されることとなる4。さらに、イギリスの自治体は中央政府による公共的なサー

ビスを提供するための重要な手段として位置づけられてきたこともあり、自治体に対して、詳

細な監督を及ぼしてきた5。自治体をサービス提供者として位置づけることは、後で述べると

おり、より広域な自治体を求める理由となる。

　上記のような事情から、イギリスの自治体は何度もの大きな改革がなされてきている。わが

国においても市町村については、明治、昭和、平成と3度の大きな合併が行われてきているが、

都道府県と市町村の二層制には変化がなったのとは大きな違いがある。

　具体的には、戦後における大きな改革だけでも表1のとおりとなっている。この結果、1950

年と2009年での最も下位の層の組織の数を比較すると、2,060から407へ81％の減少率となり、

他のヨーロッパ各国の中でデンマークの93％に次ぐ大幅な減少となっている7。

　このように頻繁に自治体の改革が行われる背景にはいくつかの要因がある。まず第1に前述

したところであるが、自治体が憲法上の保障になっていないことから、その時々の政府の考え

方によって、法律の制定や改廃を行うことにより容易に実行に移すことができるということで

ある。例えば、1985年の地方自治法改正により、大都市圏で二層制から一層制に移行したが、
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このことにより、保守党のサッチャー政権は、新保守主義政策を進める中で、組織の廃止を通

じた経費削減を実現し、国と地方の役割を見直すことで効率性を前提に事務の再配分を実施

し、その結果、地方に対するウエストミンスター議会の力を強めたとされる8。このように、政

権政党の考え方により、地方自治の制度が大きく変更される状況がある。

　第2に財政的な要因である。特に1972年の地方自治法改正は、1970年代に生じた手に負えな

いインフレが続いていた結果であり、特に小規模な自治体にとっては、存続するのが難しい状

況となっており、最もよい防御の方法がより大きな組織を作ることだったのである 9。イギリ

スの自治体財政は、中央政府に依存している状況があり、財政的な危機のしわ寄せが及んでい

たということである。

　第3にイギリスにおいては、経済性、効率性の面から、自治体は広域である方が良いという

考え方が広く支持されているということである。1950年、60年代の中央のエリート層の一般

表1　戦後のイギリス自治体の変革の経緯6

1963年 「ロンドン自治法（London Government Act 1963）」
　1965年以降、ロンドンの二層制の構造をその都市圏にまで拡大。
　戦略的機能を担う「大ロンドンカウンシル（Greater London Council(GLC)）」、33の「バラ（borough）」
と「内ロンドン教育局（Inner London Education Authority(ILEA)）」が設置された。

1972年 「地方自治法（Local Government Act 1972）」
　「特別市（Country Borough）」を廃止し、1974年以降、イングランドとウェールズで二層制を採
用。非大都市圏では、「47のカウンティ（County）」と333の「ディストリクト（District）」に加え、
6つの大都市圏では、6のカウンティと36のディストリクトが設置された。

1972年 「地方自治（北アイルランド）法（Local Government(Northern Ireland)Act 1972）」
　73の「自治体（Local Authority）」に代わって、比例代表で選ばれる26の一層制のディストリクト
が設置された。

1973年 「地方自治（スコットランド）法（Local Government (Scotland) Act 1973）」
　1975年5月以降、大部分で二層制の構造となった。1929年から存在してきた400を超える地方当
局に代わって、9の「地域的カウンシル（Regional Council）」と53の「ディストリクトカウンシル

（District Council）」、それに加えて3つの一層制の「島嶼カウンシル（Island Council）」が設置され
た。

1985年 「地方自治法（Local Government Act 1985）」
　大ロンドンカウンシルと6つの大都市圏のカウンティが廃止された。また、1990年4月以降、内ロ
ンドン教育局が廃止された。

1994年 「地方自治（スコットランド、およびウェールズ）法（Local Government (Scotland) and (Wales) Act 
1994）」
　1996年以降、スコットランドとウェールズの二層制の仕組みをそれぞれ32と22の「ユニタリーカ
ウンシル（Unitary Council）」とした。それと並行して、イングランドでも46の新たなユニタリーカ
ウンシルが「規則（Statutory Orders）」によって5つのカウンティと58のディストリクトに代わり
設置された。

1999年 「大ロンドン市法（Greater London Authority Act 1999）」
　イギリスで最初の直接公選による首長と25名からなる議会が設置され、いずれも2000年5月に最
初の選挙が実施された。

2009年 「地方自治・ 保健. サービスへの住民関与法（Local Government and Public Involvement in Health 
Act 2009）」
　イングランドで、7つのカウンティと37のディストリクトに代わって、さらに9のユニタリーカウ
ンシルが設置された。
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的な自治体への批判は、「数が多すぎ、小さすぎ、それゆえ非効率」というものであり、この

批判は、「より大きな組織は、より小さな組織よりも、もっと効率的であるであろうと信じら

れていた」10ことから生じたものである。その後の改革を見ても、ロンドンをめぐるものを除

けば、数を少なく、規模を大きくし、効率化を図る方向性での改革であると言える。1972年の

二層制への改革は、一見、制度を複雑化し、数も増えるような印象を持つが、実際には、「基

礎自治体数を可能な限り減少すること、すなわち広域化させることによって、効率的で機能的

な行政運営を広域的な単位で実施するものであった。すなわちスケール・メリットが重視され

た」11ものであったとされる。このように、イギリスの自治体改革は、1950年、60年代の考え

方を引き継ぎながら、一貫して数の減少、広域化が進められてきているということが言える。

　第4にニュー･パブリックマネジメントの考え方の登場である。ニュー･パブリックマネジメ

ントとは、「民間企業における経営理念・手法・さらには成功事例などを可能なかぎり行政現場

に導入することを通じて行政部門の効率化・活性化を図る」12ものであり、その代表的な手法

としては、民間活力を活用して資本整備を行う「PFI（プライベート・ファイナンス・イニシ

アティブ）」や指定管理者制度などがある。このニュー･パブリックマネジメントについては、

「ニュー・パブリックマネジメントのような手法はそれ以前より、より大きな単位の自治体を

必要としている。より大きな単位の自治体は、公共サービスの提供ということに関しては、本

来的により効率的、効果的であるという認識に基づいている」13と言われるところとなってお

り、広域化の正当性の1つの根拠であるとも考えられる。一方で、広域化により地域的な独自

性や住民の関心が犠牲になることが懸念される。この点について、ニュー・パブリックマネジ

メントの手法では、自治体の担っていた役割や責務を「特殊法人（quango）」やボランティア

組織、民間組織などに効果的に移すことになり、また「競争入札（competitive tendering）」、

「規制緩和（deregulation）」、「権限などの移譲（delegation）」の要求は、自治体の傘下で活動

する自律的な経営集団を作り出すことになる14。このことによって、地域社会の関心はこれら

の組織を通じて反映させることが可能になれば、問題が生じないことになる。

（２）イギリスにおける一層制と二層制の議論の状況

　イギリスでは、前節で検討したとおり、1972年の改革を除いて、基本的には一層制の方向へ

改革が進められてきたところである。このような動向の中でも、一層制と二層制の賛否につい

ては議論があり、それを整理したものが表2となる。

　一層制がいいのか、あるいは二層制がいいのかについては、それぞれにメリット、デメリッ

トがあり、結論が出ているわけではない。しかし、現に一層制が進められ、それとともに、広

域化が同時進行している現状がある中で、広域化に対しては、「より大きな地方自治の単位で
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は、選挙の投票率、公共への参加、議会議員や地方公務員への信頼というような民主主義の基

準に対する効果を損なうものである」17と言われるところでもある。現に2009年に創設された

9の新しいユニタリーの議員数は1,321人となり、以前と比較し64％少なくなっており18、また

地方選挙の投票率は、他のヨーロッパ諸国と比較して低い19、という現状がある。そして、結

果として、権限が市民から遠く離れたところで行使され、市民が意思決定の誤りに対して説明

責任を求める権限を行使することが難しくなることにつながり、その結果、市民と自治体の代

表者との間に「民主主義の赤字（democratic deficit）」20が生じることになるとされる21。

　もっとも、実際のところ、「市民有効性とシステム容力という対になった二つの目標を達成

するのに最適な、唯一の型ないし規模の単位はない」、「デモクラシーの諸目標は対立し、こう

した目標に最善に奉仕することのできる唯一の単位もしくは唯一の種類の単位はない」22と言

われるところであり、自治体の最適な規模というものは把握することが難しい。行政サービス

の種類によって規模が大きければ大きいほど良いもの、その逆のもの、また一直線ではなく、

表2　一層制組織の創設に対する賛否の議論の状況15

賛成 反対
効率性

二層制では、それぞれの層の間で機能の重複により、
意思形成がしばしば遅くなり、先延ばしをするという
結果が生じる。

重複の問題は非常に限定的である。カウンティとディ
ストリクトは明らかに区別できる業務を担っており、
共有する権限は土地利用計画のような分野のみであ
る。

経済性
二層制は費用がかかり、非経済的である。一層制の組
織は、地方自治組織の全体的な数を減らすことになる
ため、行政的な費用を減らすことになる。

より「小さな組織」16 の創設は、より多くの住民とよ
り広い区域に対してサービス供給が行われることによ
る経済的な規模の喪失という結果が生じる。

有効性
自治体の機能をフルセットで単一の組織に集めること
により、サービスをより効率的に、そして課題に対し
てより幅広く取り組むことが可能になる。すなわち、
一層制の組織は、地方的なサービスの質を向上させる
ことになる。

より小さな組織の創設は、つまり一層制の組織は、き
わめて重要な戦略的な機能の損失という結果となる。
運輸や土地利用計画のようなサービスの調整は、より
難しく、組織間の緊張関係を作り出す。「専門的教育

（specialist education）」のようなサービスは、実行可
能なより大きな規模において供給される必要がある。

民主主義
有権者はディストリクトとカウンティを区分けするこ
とに混乱し、どのサービスがどちらによって供給され
ているかの確信がない。全ての目的を持った組織は、
この混乱を取り除き、民主的な過程を向上させる。一
層制の組織は、人々にとって、より身近なものとなり、
地方の民主主義を促進させる。

有権者は完全に二層の組織の間での区別をすることが
でき、ディストリクト、カウンティのレベルの政府に
対して、異なった選好を持っていると言っても差し支
えない。カウンティが行ってきた広域の戦略的な機能
を取って代わる「共同委員会（joint board）」のような
討論の場を創設するという一層制の組織の要求は、一
定の政策決定を正式な民主主義の過程から外す結果と
なる。新たな一層制の組織を作ることは、より小規模
でより住民に対して説明な可能な組織であるディスト
リクトを除去することになる。
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U字型でパフォーマンスが最初は落ちるが、一定の規模を超えた後は改善するもの、その逆の

ものなどがあり、自治体にとって、画一的な丁度いい規模を明らかにすることはほとんど不可

能であるとされる23。

　このような議論がある中で、イギリスでは自治体の規模や統治の構造が変わり続けてきてい

る。その結果、他のヨーロッパにない自治体の規模となり、これ以上の合併による改革は難し

くなってきているように思われる。一方で、わが国と同様に、既存の自治体のレベルを超えて

対処する必要のある課題への対応が求められるところとなっている。そのような中で考えられ

てきたのが、自治体間の広域連携、またその区域内での民間事業者等との連携である。

３　イングランドにおける広域連携の動向

（１）広域連携に至るまでの経緯

　前章で検討したとおり、イギリスの自治体の規模は拡大し続けてきたところであるが、近年

進められている自治体間の広域連携以前にも、地域単位での行政的な取り組みが行われてきて

いる。とりわけ1990年代以降に設置された「政府事務所（Government Offices for the English 

Regions）」、「地域的開発機構（Regional Development Agencies）」や「地域会議（Regional 

Chambers）」などは、地域を単位としたものであり、単一の自治体の枠を越えた組織であると

言える。もっとも、これらは自治体主体の組織ではなく、また、2010年に政権交代したキャメ

ロン政権により、いずれも廃止されるに至っている。廃止の理由としては、2010年の政権交

代により、地域に対する政策の方向性が変更されたことが大きいが、その背景にある考え方と

して、連立政権、特に保守党の「地域主義（Localism）」、「大きな社会（Big Society）」という

ことがある。これは、トップダウンによる統治の時代を終了させるべく、地方分権化と民主的

な参加を促進させ、新たな権限を自治体や地域共同体などに与えるとともに、現在は自治体に

よって遂行されている責務のボランティア団体などへの移譲の促進などをその内容とする24。

　もともとイギリスにおける「地域」25は、単なる行政的な単位に過ぎず、その大きさや多様

性、歴史、奥深さ、単一制が欠如しているなどと言われるところである26。一方で、ヨーロッ

パ、とりわけEUにおいては、地域を重視する政策が進められているところであり、イギリス

においても地域レベルでの組織の必要性について、運輸や土地利用のような分野における戦略

的な計画、地域レベルにおける経済的発展の調整、およびEU基金の獲得とその履行という点

に焦点が当てられて語られてきた27。しかし、前述のとおり、そのための組織として、公選地

域議会の設置を目指したものの、失敗に終わり、結局はカウンティ、ディストリクトを包括す
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る「地域」には中心となる組織が存在しない状況が続いてきたところである。

　しかし、広域的な課題は山積し、その解決のために、何らかの方策が求められるところと

なっていた。例えば、「『住宅市場（housing market）』、『通勤圏（journey-to-work）』、『余暇機

会（leisure opportunities）』などの種々の複雑な重複や空間的な拡大は、自治体の機能や、境

界の繰り返される見直しにもかかわらず、行政的な管轄権と機能的にバラバラの大都市の地域

を結び付けるのが難しくなっている」28とされる。わが国での平成の大合併時でも推進理由の

1つとして、「交通や通信手段の発達により、人々の日常社会（通勤、通学、買い物等）の生活

圏は拡大しており、これに伴って市町村の区域を越えた行政需要もますます増大」し、「市町

村の行政区域を生活圏に近づけ、広域的な視点に立ったさまざまな取組を行う」29ことが挙げ

られていたが、自治体の境界が存在する以上、それを越えた経済活動などは存在する。このた

め、どれだけ合併を推進しても、合併による方策には限界があり、その限界を克服する手段と

して広域連携の必要性が主張されることになる。

　わが国では、地方自治法上の制度として、一部事務組合や広域連合などにより、特定の事務

を処理するための広域連携の制度が用意されてきたが、近年、「定住自立圏構想」や「連携中

枢都市」などの新たな法人の設置を前提としない制度が登場するに至っている。一方、本稿の

考察対象であるイギリスでは、「都市圏（city-region）」、「地域産業パートナーシップ（Local 

Enterprise Partnership）」、「合同行政機構（Combined Authority）」、などの仕組みにより、広

域的な課題に対処しようとされようと試みられている。この背景には、ノースイーストの住民

投票以降、「いくつかの地域からイングランドの権限委譲政策の失敗への対応策として、都市

圏へシフトしていくことについての要求があった」30とされる。

　もともとイギリスでは、広域的な取組の必要性はその時々に考えられてきた。1960年代に

は、イングランド内8つの地域に「地域経済計画会議（Regional Economic Planning Council）」

が設置された。しかし、この会議は、自治体、そして工業や商業関係者から構成され、公選の

ものではなく、一般的には内閣の、特に経済に関わる業務を行う省庁の優先事項や政策に従っ

て、地域レベルでの経済的、産業的な政策をより効果的に遂行する手段として位置づけられて

いたにすぎなかった31。

　その後、1960年代後半から70年代前半にかけては、スコットランドやウェールズに対して、

公選議員で構成される議会の設置をはじめとする権限委譲の動向が活発化した時期でもある

が、その際には、それとの対比でイングランド内の「地域分権化（regionalism）」の問題が顕

在化した。権限委譲を含めたイギリスの統治形態を検討するために1969年に設置された「憲法

に関する王立委員会（Royal Commission on the Constitution）」では、スコットランドなどへの

権限委譲の形について詳細に検討するとともに、イングランド内での地域分権についても併せ
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て検討を行っているが、その方向性は委員により考え方が分かれている。第1に「直接公選地

域議会（directly elected regional assembly）」を設置し、行政的な権限委譲を行うもの、第2に

地域における地方組織や中央政府によって推薦、つまり、間接的に選出されるメンバーで構成

され、行政的権限を持たない「調整助言会議（non-executive co-ordinating advisory council）」

を設置するもの、第3に自治体に対する最大限の権限委譲を行い、それとともに、自治体の代

表者で構成される「地域委員会（regional committee）」の制度を導入し、限られた範囲の事項

について監督するというものである32。このうち、第1案はその後実行に移されようとしたが、

前述のとおり、2004年にノースイーストでの住民投票の結果、否決されている。

　結局、1970年代には権限委譲は実現せず、保守党政権が続いた1980年代は大きな動向のな

いまま、1990年代に入り、メイジャー政権下で「政府事務所」が、労働党ブレア政権下で「地

域開発公社」と「地域会議」が設置された。しかし、これらの組織は、自治体の担う行政的な

権限を代わって担おうというものではない。また、イギリスでは、サッチャー政権下での改革

以降、地方においても「Quango」と呼ばれる特殊法人が多数存在するに至り、地方において

大きな影響力を持つようになっていたが、これらの組織が全般的な分野の政策立案やサービス

提供について、「選挙され、住民に対して説明責任を負う自治体から引き継ぐことは、重大な

民主主義の赤字を広げるリスクを冒すことになる」33との批判も存在したところである。

（２）広域連携の広がり

　このようなことから、広域的な課題に対しても選挙によって選ばれ、住民に対して説明責任

を負う存在である自治体がその主体となるとともに、民間事業者と連携しつつ対応していくこ

とが求められるようになってきた。それを具体化しようと登場したのが「都市圏」や「地域連

携協定（Multi-Area Agreement）」である。これらは、前述した公選地域議会を断念した後、登

場した概念であるが、「都市圏」とは、本質的には中心都市部と関連する通勤・通学者の住む

背後地が相互に形成するものである。この概念上の基礎となる考え方は、「都市圏は本質的に

は経済に関する機能的な限定だけでなく、社会的に『手の届く』都市群ということ」である。

そして、その範囲を定義する目的としては、「その地域に住む多くの人が、『自分たち』の場所

として認識する中核となる都市の区域の境界を明確にすることにある」34とされ、その一体と

なる区域において、経済的な発展や再生を目指そうというものである。

　そして、実際にマンチェスターで先駆的にこの政策が実施に移されることになった。具体的

には2009年12月に中央政府と「グレーターマンチェスター自治体協会（Association of Greater 

Manchester Authority）」35との間で合意が結ばれ実現したところであり、それ以外にリーズで

も実施に移された。マンチェスターの合意の中では、職業的スキル向上のための公的基金の活
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用に関する新たな法的な権限の付与、16歳から19歳までの学校、および更に上位の教育に関

しての「独自の配分（single allocation）」の交付、鉄道輸送に関してのマンチェスターと「運

輸省（Department for Transport）」との緊密な協力関係の提供などが他の自治体とは異なる

特別なものとして与えられることとなった36。

　また、それ以外の地域においては、「地域連携協定」の制度により地域間の連携が図られる

こととなった。これは、2009年の「地方民主主義、経済開発および建設法（Local Democracy, 

Economic Development and Construction Act 2009）」により制度化されたものであり、2つ、

あるいはそれ以上の自治体が経済的、社会的、環境的な福利の向上の目標を設定し、連携する

というものである37。また、自治体間の連携だけではなく、それ以前に既に実施されていた「地

域協定（Local-Area Agreement）」と同様に、ボランティアや地域コミュニティ団体などとも

連携することが想定されている。

　イギリスでは1997年以降の労働党政権下で「地域協定」をはじめ、「地方戦略協定（Local 

Strategic Partnership）」や「持続的な地域社会戦略（Sustainable Community Strategy）」な

どの官民共同の連携の取り組みが行われてきたところである。その理由としては、連携するこ

とにより、社会の最も脆弱なグループのいくつか、具体的には、子ども、高齢者、障がい者の

ニーズを満たす上で別々に運営されるサービスの限界を克服することができる38、という利点

を挙げることができる。また、それ以外にもこれらの連携の仕組みは、第1にあらゆる角度か

らの市民の意見の獲得、第2にコストの削減、および住民参加・発案の利益の最大化、第3に

コミュニティの代表者の直接的な意思決定やサービスマネージメントへの参加、第4に市民生

活の中における将来的な、そしてより広範囲な関わりのためのコミュニティの能力構築の可能

性を有しているとされる39。

　これらの連携形態は、1997年の労働党政権以降に進展したところであるが、当時のブレア首

相は当時、「全てのことを計画し、遂行するという全ての権能を有した自治体の時代は過ぎ去

り、終わりを迎えた。自治体の将来は他との連携、具体的には『行政法人（public agencies）』、

民間事業者、地域団体、およびボランティア組織との連携にある」40ということを述べており、

その考えを反映したものであるとも言える。この考え方は前述した「地域主義」、「大きな社会」

にも通じるところがあり、形態は変わりつつも、政権交代後も引き続き広域連携の流れが継続

していくことになる。

（３）2010年政権交代以降の状況

　前節のとおり、広域連携の制度が広まりつつある中で、2010年の政権交代により、「都市圏」、

「地域連携協定」は廃止され、新たな広域連携の仕組みとして「地域連携パートナーシップ協
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定」、および大都市圏を対象とした「合同行政機構」が推進されることとなった。また、これ

らの地域に対して、中央政府と「都市協定（City-Deal）」41を締結することにより、財源や権

限を移すことが行われるところとなった。

　まず、「地域連携パートナーシップ協定」とは、連立政権の政策合意文書には、「自治体自身

によって提案される、経済的な発展を促進させるための自治体と民間事業者との共同体であ

り、既存の地域的開発機構に代わるもの」42と記載されており、その後、「地域的開発機構」の

廃止とともに、実施に移されたものである。「地域産業パートナーシップ協定」は、自治体の境

界を越え、都市にとって最も効率的で経済的な影響の及ぶ地域において戦略的に活動するもの

であり、「地域的開発機構」よりも地理的に小さな区域が対象となる。なお、この組織は、法

律で規定されたものではなく、組織の形や活動の範囲を地域の実状に応じて決めることができ

る。

　また、それまで地域単位で設置されていた「地域的開発機構」が約3,000人の職員を抱えてい

たのとは異なり、ほとんどの「地域産業パートナーシップ協定」で独自の専従職員を持たず、

職員は、それぞれの構成団体からの出向者であるとされる43。その点で、屋上屋を架すという

ことにはならないように思われるが、少なくとも意思決定組織を設けることが必要である。そ

のため、「執行理事会（Executive Board）」が置かれ、一般的には民間部門と公共部門それぞ

れ半数ずつで構成されるが、その平均人数は15名となっている44。この組織は意思決定機関で

あり、独自の職員を抱えていないことから明らかなように政策の実施機関ではない。政策の

実施については、マンチェスターの場合、「グレーターマンチェスター合同行政機構（Greater 

Manchester Combined Authority）」（以下では、「マンチェスター合同行政機構」という。）と

連携を取りながら、構成自治体を通じて、あるいは構成民間団体を通じて行われることになる。

この「合同行政機構」も「地域連携協定」と同じく2009年の「地方民主主義、経済開発および

建設法」により規定されているが、「マンチェスター合同行政機構」は、政権交代後の2011年

4月に設置されている。

　そして、この「マンチェスター合同行政機構」では、2017年以降に公選首長が置かれること

になっており45、その首長は、輸送機関に関する予算の責務、バスやスマートチケットシステ

ムなど交通機関に関する責務、長期戦略計画に関する権限、新たな3億ポンドの住宅投資基金

の管理、年間3000万ポンドを限度として30年間にわたる「アーンバック（earn back）」46 の

管理、現在は「グレーターマンチェスター公安委員（Greater Manchester Police and Crime 

Commissioner）」が担当する役割などについての権限を持つこととなる47。

　組織としては、首長が「マンチェスター合同行政機構」の全体的な指導者の地位に就き、「マ

ンチェスター合同行政機構」の「会議（meeting）」における議長を務めることになる。そし
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て、この組織の「内閣制度（GMCA Cabinet Mode）」は、構成団体それぞれからの代表者によ

り構成されるが、その構成員は明確な責任を伴った職務を持ち、個別の政策分野に関して首長

を補佐し、助言を行う役割を担うこととされている48。なお、公選首長は前述のとおり2017年

以降新たに導入されるものであるが、現在のところ民主的な正当性、説明責任、透明性は、主

には構成するそれぞれの自治体の制度や代表者を通じて確保されることとされている49。

　このような地域的な統治組織に関しては、マンチェスターを例にして推進する理由、および

抑制する理由として以下のような点が挙げられている。まず、推進する側の理由として、都市

圏における政策の一括化のための強力な戦略上の責務を持つという「公的政策のパッケージ化

（Public Policy Packaging）」の効果、地域内外の組織との「交流による相乗作用（Cross-sector 

synergy）」の効果、「合同行政機構」から構成自治体に対して明確な伝達系統を有した強力な

統治構造を持つという「統治能力（Governing capacity）」の効果、地域的な統治の範囲と適切

な規模との一致に関して、物事を「マンチェスター合同行政機構」以外の組織へ委ねるべき場

合を認識できるという「Subsidiarity（補完性）」の効果などが挙げられる50。

　一方で、抑制を求める側の理由としては、推進する側でも挙げられている「交流による相乗

作用」があるが、推進する側とは別の課題としての面、すなわち地域的な統治過程から市民社

会が不在になることが顕著化するということがある。それ以外に、直接的な民主的正当性のな

さ、および中心的な委員会の一員として選ばれた代表者を通じたわずかな間接民主的な正当性

のみ有するという「民主的正当性（Democratic legitimacy）」の課題、実際の公的な参加は限ら

れ、監査の仕組みはあるものの、制度化されたものに限られるという「透明性（Transparency）」

の課題が挙げられる51。

　本稿では、抑制を求める側の理由を制度の問題点と捉え、具体的には、住民参加、説明責任、

透明性に焦点を当てて、次章で検討することとする。

４　広域連携の問題点―住民参加、説明責任、透明性の視点から―

　イギリスの近年の地域・地方にかかわる改革の状況を見ると、「権限委譲、および多くの自治

体での公選首長の導入は、自治体を人々にとって身近なものとし、地方自治における民主主義

と説明責任を高め」、「1997年以降に増加している住民投票は、住民により承認されたという、

より大きな正当性を権限委譲や公選首長の導入などの改革に与えることによって、民主主義を

充実させた」52と言われている。

　具体的には、権限委譲の実施にあたってはスコットランド、ウェールズの有権者による住民
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投票が実施され、また2000年の「地方自治法（Local Government Act 2000）」により、有権

者の5％以上の「請願（petition）」があれば、公選首長の導入についての是非を問う住民投票

の実施を義務付ける制度が導入され、2014年5月までに55件が実施されている53。また、実現

しなかったが、公選地域議会の設置にあたっても住民投票が実施されたところである。

　このように、特に1997年の労働党政権以降の地方自治に関わる改革は、民主主義の充実とい

うことが目的の1つとして進められてきたところであり、手続的にも住民投票を経ることによ

り、民意の反映に努めている。しかし、イングランドの地域については、「政策形成過程のバ

ラバラな性質は、民主主義の赤字についての議論と共に、イングランドにおける地域統治の改

革問題の要となっている」54と言われているとおり、政府の省庁、特殊法人、およびその他の

団体が存在し、十分に実現できていないように思われる。その克服のため、公選地域議会を設

置しようとしたが、失敗に終わり、緩やかな連携の形である広域連携の仕組みが登場したとこ

ろである。とりわけ、「地域産業パートナーシップ協定」や「合同行政機構」では、意思決定

の透明性や説明責任の仕組みが意識された制度となっている。

　例えば、「地域産業パートナーシップ協定」については、連携者や住民が「成長計画（Growth 

Deal）」の履行の進捗を知り、重要な文書にアクセスすることのできる専用ウェブサイトの設

置、また意思形成、決定の合意文書、あるいは現行の法律等に沿った記録、判決、議事録な

どの公表、さらに説明責任を有する自治体を通じての「情報自由法（Freedom of Information 

Act）」と、「環境情報規制（Environmental Information Regulation）」で定める基準に従って

の対処など、政策決定の透明化を図ることが求められる55。また、政策決定の説明責任につい

ては、参加する自治体のリーダー、あるいは民間事業者のリーダーを通じて果たされるととも

に56、「地域産業パートナーシップ協定」の行為の評価などを行う政策評価委員会（overview 

and scrutiny committee）を設置するなど、独立した独立した監視の仕組みを導入することが

提唱されている57。このように、多様な団体が関連する組織の中でも、一定程度の透明性、説

明責任の仕組みが考慮されているところである。

　しかし、このような官民の連携の仕組みに対しては、「地域協定」に関するものではあるが、

第1に頂上組織の代表者によって、各個人が代表されうるのか、第2に代表者を送り込めない組

織の利害が代表されないのではないか、第3に形式的には対等な各代表者の力関係も、情報や

交渉力などの差で現実的には不平等ではないのか、第4に合意に達するために、また対立を封

じ込めるために、誰にも評価されない譲歩をしてしまうのではないか、というような欠点が指

摘されることがある58。これらの点は、より広域化し、多層化した「地域産業パートナーシッ

プ協定」ではより大きな問題となり得る。

　また、「マンチェスター合同行政機構」に関しては、住民参加について、「組織に属しない利
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害関係者にとって、統治過程に対して意味のある参加を行うことは難しい状況」59があり、「組

織と決定過程の複雑さ、および直接住民に対して説明責任を負う議員からの距離が離れること

は、どの範囲の利害関係者の集団が認識され、地域レベルの政府に参加することができるのか

ということが不明確になる」60との指摘がある。さらに、地方自治の構造が複雑になると、責

任の所在についての住民の理解が低下するとともに、「連携は新たな組織を作り出すことにな

り、2つの組織の連携は、3つ目の組織を作り出すことになる」61とも言われように、より複雑

な構造を作り出すことになる。

　この点、前述のとおり、「マンチェスター合同行政機構」では、「地域産業パートナーシップ

協定」と同様に、新たな官僚機構を持つことは考えられておらず、構成自治体との職員組織の

重複性という点では問題になることは少ないが、今後、公選首長が選ばれることから、構成自

治体との関係において、複雑性の問題は生じるものと思われる。

　広域連携の仕組みの中での民主主義、具体的には住民参加の問題については、わが国の一部

事務組合や広域連合でも住民の参加の仕組みの不十分さ、および住民や基礎自治体との関わり

の不鮮明さがその課題として挙げられている62。それでも特に広域連合については、地方自治

法上で直接公選による長・議員の選出（291条の5）や、条例制定改廃などのイニシアティブ、

長や議員の解職などのリコール（291条の6）の制度が用意されており、活用状況は別として一

定の制度的な保障はなされている。

　イギリスの地方自治では、伝統的に委員会制が採用されてきたが、住民に対する説明責任や

民意反映の欠如ということがあり、その対応策として選択的な公選首長制が採用されたという

経緯がある。そして、前述した「マンチェスター合同行政機構」では、公選首長を置くことが

予定されており、その首長は「合同行政機構」のメンバーとなり、その指導的な地位に就くも

のとされている。このことにより、多数の自治体により構成される組織におけるリーダーシッ

プと有権者に対する説明責任が明確化されることになる。

　前述した2000年地方自治法による公選首長の選択的な採用は、導入により得られる効果とし

て、効率性、透明性、説明責任の3つが挙げられており63、また、それに先立って、「大ロンド

ン市法（Greater London Authority Act 1999）」により、ロンドンでは公選首長が導入された

ところである。しかし、そのような目的で導入された公選首長であるが、その投票率の低さや

住民投票の否決による導入自治体の伸び悩み、その首長の権限の問題が存在する。とりわけ、

権限に関しては、法的、行政的な枠組みなどの面で首長に新たな権限が与えられたわけではな

く、「首長制を導入していない自治体と同様に地方的な選好に対応するだけの権限が欠如して

いる」64と言われる。その点では、「合同行政機構」で導入される予定の公選首長も同様のこと

が当てはまると思われ、有権者に対して十分に応えることができるものかは課題が残る。さら
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に、前述したわが国の広域連合で用意されているような条例制定改廃などのイニシアティブ、

および長や議員の解職などのリコールの制度はなく、住民の継続的な関与の仕組みも十分でな

い。このことを考慮すると、通常の自治体より広域化、複雑化した「マンチェスター合同行政

機構」において、公選首長がどの程度上手く運用されるかは不透明なところがあると言わざる

を得ない。

５　むすびにかえて

　ここまで、イギリスにおける自治体の改革、広域化と現在進められている広域連携の動向に

ついて検討を行った。本稿では、広域連携の成果の検証は行っていないが、イギリスにおいて

は、「地域協定、地域戦略協定、地域連携協定は労働党政権下の最も成功した改革の一部のも

のである」65と言われており、このうち地域連携協定は、自治体間の広域連携に含まれるもの

であり、一定の評価は得られていると言える。そして、形は変わったが、多様な組織の連携の

考え方自体は、現在進められている「地域産業連携パートナーシップ」や「合同行政機構」に

も引き継がれているところである。しかし、同時に多様な広域連携の仕組みが新たに創られ、

あるいは廃止されというように、自治体の改革、広域化の動向と同様、政府の政策により大き

く変更されることが明らかとなった。現在は、公選地域議会などの新たな単位の組織の設置や

自治体の更なる改革よりも広域連携の方策が採られているところであるが、政治の状況次第で

その方向性は大きく変わる可能性がある。

　そして、広域連携の仕組みの中でも、近年の中心は、「地域産業パートナーシップ協定」や

「合同行政機構」であるが、この仕組みは、わが国で現在進められている定住自立圏、あるいは

連携中枢都市に類似性があると思われ、これらの運用に関しては、参考になる点が多くあると

言える。しかし、イギリスにおいても、前述のとおり、住民参加や説明責任、透明性などの面

からの問題が指摘されるところとなっている。この点については、「定住自立圏構想研究会報

告書」においても、「周辺市町村の住民が中心市の圏域マネジメントにどのように参画してい

くかという課題もある」66と記載されているところであるが、それに対する方策等はそこでは

記述されていない。このことから、「定住自立圏構想の『圏域マネジメント』なるものも、民

主的統制のあり方を明示しない脱政治的な『マネジメント』」67であるとも言われるところと

なっており、現在でもその課題は残されたままであるように思われる。この問題は、イギリス

においても、日本においてもこれらの広域連携の組織に対して、より大きな権限や財源が与え

られることになれば、更に大きなものとなり得る。
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　イギリスでも未だ明確な解決策が見出されている訳ではないが、今後、「マンチェスター合

同行政機構」では公選首長が選出されることが予定されており、その仕組みは1つの解決策と

して、その行方が注目されるところである。すなわち、「マンチェスター合同行政機構」では

法人格が与えられ、公選首長が置かれることからこれまでの広域連携の仕組みと比較し、より

強力な形での連携形態であり、イギリスにおけるこれまでの広域連携、またわが国の定住自立

圏や連携中枢都市よりも一歩進んだ形態であるということが言える。特に実施から一定程度の

期間が経過した定住自立圏については、前述のとおり、その課題が指摘されるところとなって

おり、イギリスの広域連携の仕組みは参考になるものであり、今後の進展を注視していく必要

があるだろう68。
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68 2016年1月28日に「都市、および地方自治権限委譲法（Cities and Local Government Devolution Act 

2016）」が成立した。時間的なこともあり、本文にその内容を反映できなかったことから、ここでその

概要を簡単にまとめておくこととしたい。その内容は、当該法律の条文のほか、「註解（Explanatory 

Notes）」 <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/1/pdfs/ukpgaen_20160001_en.pdf>、 お よ び

Mark Sandford, Combined Authority, House of Commons Library Briefing paper (February,2016) 

<http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN06649/SN06649.pdf>による。

 ・ 構成する自治体の合意により、公選首長を設置することが規定され（第2条）、マンチェスター以外

に6つの「合同行政機構」（既に設置されているシェルフィード、ノースイースト、リバプールが公

選首長設置を合意済み。その他、新たに設置されたティーズバレー、ウエストミッドランドも合意

見込み。また、現在設置手続中のノースミッドランドも合意見込みとなっている）で2017年に選挙

が行われる見通しとなっている。そして、その首長が指導的な地位に就くことは本文でも述べてい

るが、首長は「合同行政機構」の構成員から「副行政長官（deputy mayor）」を任命することとなる

（3条）。

 ・ 財政面について、「合同行政機構」は直接には税を徴収しない「徴税命令自治体（precepting 

authority）」と位置づけられ、その職務を行うにあたって必要な資金を構成する自治体に対して徴税

命令を発することにより、徴税を依頼し、調達することが可能となった（第5条）。

 ・ これまでは、「合同行政機構」は、経済的な発展や運輸に関することなどその権限の行使は限定的な

ものであったものが、その限定を除去し、国務大臣は規則で定めることにより、法的な権限や「公

的団体（public body）」の持つ権限を「合同行政機構」に移すことが可能となった（第6条）。

 ・ 1つ以上の「政策評価委員会」、および財政面などについての監査を行う「監査委員会（audit 

committee）」の設置が義務化されることとなった（第8条）。

 　以上のとおり、本法の制定により、「合同行政機構」の位置づけが明確になるとともに、より広い範

囲で活動することが可能になり、今後、イングランドの地域政策における中心になるものと想定され

る。


